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１　事業概要 ５　事業説明

SDGsｺﾞｰﾙ
SDGsﾀｰｹﾞｯﾄ

3
3-1,3-2

　未熟児は成熟して出生した児に比べて疾患にり患しや
すく、死亡率が高いだけではなく心身の障害が残ること
も多いことから、出生後速やかに適切な処置をとること
が必要である。そのため、入院養育を要する未熟児に医
療給付を行い、健全育成を図る。
　また、妊娠中毒症は放置すると心身障害児の出生原因
となり、時には妊婦を死亡させるため、り患した妊婦の
療養援護をすることにより母体の保護を図る。

　ア　未熟児養育医療　       142,264千円
　イ　妊娠中毒症等療養援護費　    93千円
　ウ　事務費　　　　　　　　　   585千円

（１）事業内容
　　ア　未熟児養育医療　　　　　　　　　　　　　　　　　142,264千円
　　　　入院養育を要する未熟児に医療の給付を行う。
　　　　給付は市町村が行い、県はその費用の1/4を負担する。
　　イ　妊娠中毒症等療養援護費　　　　　　　　　　　　　　　 93千円
　　　　妊娠中毒症にり患した妊婦の療養援護をする。
　　ウ　事務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　585千円
　　　　市町村における事業を円滑に進めるための経費。

（２）事業計画
　　ア　県内63市町村が実施主体となり、事業を実施する。
　　イ　県が事業を実施する。(さいたま市・川越市・越谷市・川口市を除く)

（３）事業効果　未熟児及び妊産婦の死亡、障害等を未然に防止できる。

（４）県民・民間活力、職員のマンパワーの活用、他団体との連携状況
　　　市町村及び審査委託機関との連携を図っている。

２　事業主体及び負担区分
【こども家庭庁】
未熟児養育医療費国庫負担金
ア　国1/2(県1/4)市町村1/4
イ　(県10/10)

３　地方財政措置の状況
普通交付税(単位費用)(款)こども子育て費
(細目)こども成育費(細節)母子医療対策費
(積算内容)未熟児養育医療給付に関する事務

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員
9,500千円×0.4人＝3,800千円

予算額
財　　源　　内　　訳

一般財源
前年との

対比

決定額 142,942

前年額 141,299 141,299

― 保健医療部 226 ―

子育てに希望が持てる社会の実現

142,942 1,643

子育て支援の充実



 

事業名

単位事業名 予算額 142,264千円

　
○歳入 （単位：千円）

款・節 当初予算額 対前年度増減額

一般財源 142,264 1,610

合計 142,264 1,610

　
○歳出 （単位：千円）

節 当初予算額 対前年度増減額

委託料 106 △14 養育医療審査委託料

負担金、補助及び交付金 142,158 1,624 養育医療給付事業

合計 142,264 1,610

単位事業名 予算額 93千円

　
○歳入 （単位：千円）

款・節 当初予算額 対前年度増減額

一般財源 93 33

合計 93 33

　

主な内容

事業内訳書

未熟児等対策費

未熟児養育医療

主な内容

主な内容

妊娠中毒症等療養援護費



 

 

単位事業名 予算額 93千円

　
○歳出 （単位：千円）

節 当初予算額 対前年度増減額

扶助費 93 33 妊娠中毒症療養援護

合計 93 33

単位事業名 予算額 585千円

　
○歳入 （単位：千円）

款・節 当初予算額 対前年度増減額

一般財源 585 0

合計 585 0

　
○歳出 （単位：千円）

節 当初予算額 対前年度増減額

旅費 125 0 事務費　市町村への指導・監査旅費

需用費 460 0 事務費経常費・母子保健医療給付事業の手引き

合計 585 0

主な内容

妊娠中毒症等療養援護費

主な内容

事務費

主な内容


